
「第 14次徳島県鳥獣保護管理事業計画等策定支援」 

公募型プロポーザル募集要項 
 
 

この度、県が令和８年度に策定を予定している第 14次徳島県鳥獣保護管理事業計 

画等 （以下、「計画等」という。）について、必要となる保護管理データの収集及 

び分析、素案の作成等を行うことにより、 県の計画等の策定及び周知を支援するこ 

とを目的として、業務委託先を以下のとおり募集します。 

 

１ 業務概要 

（１）委託業務名 

第 14次徳島県鳥獣保護管理事業計画等策定支援 

 

 （２）委託業務内容 

第 14次徳島県鳥獣保護管理事業計画等策定支援仕様書のとおり 

 

（３）委託業務の期間 

契約締結日から令和９年３月８日まで 

 

 （４）委託料上限額 

     金 3,000,000円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 参加資格 

応募者は、徳島県との緊密な連携体制の下で、仕様書に定める業務を効果的、効率的

に実施することができる者とし、次の（１）～（４）を満たす者であること。 

（１）日本国内に法人格を有する団体であり、徳島県との緊密な連携体制が確保できる

団体であること。 

（２）提案事項を十分に理解し、適正に遂行できる能力を有する者であること。 

（３）本業務と同種又は類似の実績を有すること。 

（４）法人及びその代表者が、次の事項に該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項の規定に該当

する者。 

イ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱及び徳島県建設工事入札参加資格停

止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者。 

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。 

オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第

３条又は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定され



た日から２年を経過しない者。 

カ 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税及

び地方消費税並びに滞納金等に未納がある者。 

キ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者。 

ク 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適

当でないと認められる者。 

 

３ 応募方法 

（１）提出書類 

必要書類等 部数 提出期限 

① 参加申込書（様式第１号） 

原本１部 
令和８年７月 10日 

午後５時（必着） 
② 誓約書（様式第２号） 

③ 提案者の概要等（様式第３号） 

④ 企画提案書（様式第４号又は任意様式） 

原本１部 

副本５部 

令和８年７月 24日 

午後５時（必着） 

⑤ 見積書（任意様式） 

※本事業を実地するために必要な経費を 

計上するとともに，積算内訳も示すこと。 

   

（２）提出方法 

電子メール（７に示すメールアドレス宛）、持参（午前 10時から午後５時ま

で（土日・祝日を除く））又は郵送（書留郵便に限る）すること。 

 

（３）提出先 

〒770-8570 

徳島市万代町１丁目１番地 

 徳島県 農林水産部 鳥獣対策課 鳥獣管理担当 

 

  （４）質問及び回答 

     ア 質問の受付期間 

      令和８年７月 10日（金）まで 

      午前 10時から午後５時まで（土日・祝日を除く） 

 

     イ 質問内容 

      原則として、業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るものとし、 

     業務の仕様や積算に関する内容等の質問を受け付けない。 

     

     ウ 質問方法 

      当該公募に関する質問は、様式第５号により、ファクシミリ又は電子メー 

     ルのいずれかの方法で質問すること。なお、送信後、電話にて着信の確認を 

     を行うこと。 

     

     エ 質問に対する回答 

      質問者及び参加申込みをしたすべての者に対して、ファクシミリ又は電子メ

ールにいずれかの方法により回答する。 



 

（５）質問書類に関しての留意点 

     ア 企画提案書は１者につき１提案とする。 

     イ  企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

     ウ 提出期限後は、提出書類の変更、追加、差替え、再提出又は撤回を認め 

      ない。 

     エ 提出された書類は返却しない。 

     オ 提出された書類は、審査に必要な範囲において複製することがある。 

     カ 次のいずれかに該当する場合には、失格又は無効となる。 

      ・提出先又は提出期限に適合しないもの 

      ・本要領及び仕様書に示した提案に関する要件に適合しないもの 

      ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

       ・虚偽の内容が記載されていないもの 

      

４ 提案者の審査 

  （１）審査方法 

           県が設置する審査委員会において、提案者による企画提案のプレゼンテーション

を実施した上で、審査基準により総合的に採点評価し、最低基準点（総評価点の

60％）を満たし且つ１位の者を契約相手方の候補とする。なお、参加者が１者の場

合、最低基準点を満たしたときは、参加者を契約相手方の候補とする。 

 

    ア プレゼンテーション実施日 

     令和 8年７月下旬を予定 

    イ プレゼンテーションの所要時間 

     １者あたり３０分以内を予定（説明２０分、質疑１０分） 

    ウ 注意事項 

      ・各応募者のプレゼンテーション開始時刻及び実施場所は、企画提案書の締切

日以降、企画提案申請者に対し、書面で通知する。なお、各参加者のプレゼン

テーションの順番は、県が厳正な抽選を行い決定する。 

      ・プレゼンテーション出席者の所属・職・氏名を、令和 8年７月１５日（水）

午後５時までにメールで報告すること。なお、出席者は最大３人までとする。 

      ・プレゼンテーション開始時刻に遅れた場合又はプレゼンテーションを実施し

なかった場合は審査対象としない。 

     ・プレゼンテーション時の追加資料の提出及び提示は認めない。 

     ・プレゼンテーションに要する全ての経費は、参加者の負担とする。 

     ・参加申込書の提出が多数の場合は、説明時間等を変更する場合がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 



 （２）審査基準 

（３）審査結果 

   ア 企画提案書等を提出したすべての者に対し、書面で通知する。 

   イ 審査等に関する照会は一切応じない。 

   ウ 審査結果に対する異議申し立ては受理しない。 

 

５ 契約に関する事項 

   企画提案の内容及び見積金額でそのまま契約することを約束するものではなく、 

 選定後に、県と委託候補者は、企画提案を基に業務の履行に必要な履行条件などの 

 協議を行い、双方が合意に至った場合に契約を締結する。 

  なお、県と委託候補者の協議が整わない場合は、審査基準により総合的に順位付 

 けを行った次点の者と協議を行うこととする。 

 

６ スケジュール 

  公募開始       令和８年７月２日（木） 

  参加申込書の提出締切 令和８年７月 10日（金） 

  質問書の受付締切   令和８年７月 10日（金） 

  企画提案書の提出締切 令和８年７月 24日（金） 

  審査委員会の開催   令和８年７月下旬頃 

  審査結果の通知    令和８年８月上旬頃 

 

７ 問合せ先 

  徳島県農林水産部鳥獣対策課 

   電話番号  088-621-2687 

   ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ  088-621-2781  

   E - m a i l  chojuutaisakuka@pref.tokushima.lg.jp 

 

 

 

審査の着目点 

 

判 断 基 準 

 

提案内容に 

関する視点 

業務の理解度 

及び企画力 

事業の内容について正しく理解し、具体的で効果

的な提案となっているか 

経済合理性 
見積額及び積算内容・根拠は妥当で費用対効果が

高いか 

 

実施体制に関

する視点 

 

 

実施体制 

業務の遂行に必要な人員体制・人材確保がなされ

ているか 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律に係る専門的な知識を有する職員を配置して

いるか 

スケジュール 

管理 

業務スケジュールが具体的で、確実に実行できる

か 

実績に 

関する視点 

類似業務 

の実績 

過去に類似の業務を実施した実績又は知見を有

し、確実な履行が期待できるか 


